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はじめに 

 

平成１５年６月の地方自治法改正により、指定管理者制度が導入されました。 

指定管理者制度とは、公の施設の管理運営につき、広く民間企業やNPO 等を含む事業

者に委ねることを可能にした地方自治法上の制度です（地方自治法第244条２）。 

本市では、公募における競争条件の整備や、選定過程における透明性の確保策等につ

いて全庁的なルールが必要とされる課題解決のため、このたび、より適正かつ円滑に指

定管理者制度を運営していくことを目的に、新たに「指定管理者制度導入基本方針」を

策定しました。 

この基本方針は、指定管理者制度の運用にあたり想定される一般的な事務処理事項を、

手続きの流れに沿って解説を加えたものです。適宜参照し、適正な運用を図っていただ

くようお願いします。 

なお、この基本方針の内容については、市民ニーズや指定管理者制度の運用状況など

の動向を踏まえながら、随時見直しを行います。 
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公の施設に新規で指定管理者制度を導入する場合の基本的な流れ 

手続の流れ 具体的な手続 

施設のあり方検討 

 

・「公の施設」として設置し続ける合理

的理由の検証。 

・施設のあり方として、建物が必要なの

か、機能が満たされていればよいのかの

検証。 

※ 導入時と同様、契約更新時にも「施設

のあり方の検討」、「制度導入の検討」

を行うことが必要。 

制度導入の検討 ・直営（業務委託を含む）か指定管理者

制度の導入かを、施設ごとに検討。 

・庁議での承認 

設置条例の整備 

 

・条例の制定、改正について、議会への

上程 

公 募 

 

・募集要項作成 

・募集要項公表、配布 

・説明会の開催 

・応募申請書類の受付 

選 定 

 

・選定委員会にて候補者の審査・決定 

・市長決裁 

指定の議決 ・指定管理者、指定期間等について、議

会への上程 

 

協定締結 ・指定通知 

・告示 

・協定締結 

 

 

モニタリング開始 

・毎年度終了後、事業報告書を作成し市

に提出。（地方自治法第244 条の２第７

項） 

・モニタリング（利用者の声の聴取、日

誌等） 



 

3 
 

Ⅰ 指定管理者制度の概要 

 

１ 公の施設とは 

公の施設とは、住民福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設をい

います（地方自治法〔昭和22年法律第67号。以下「法」という。〕第２４４条第１項）。 

 

◆ 指定管理者制度に関する国からの通知 

○ 地方自治法の一部を改正する法律の公布について 

（平成15年7月17日総行行第87号） 

○ 指定管理者制度の運用について 

（平成22年12月28日総行経第38号） 

 

２ 指定管理者制度とは 

指定管理者制度とは、公の施設の管理運営を、広く民間企業やNPO 等を含む事業者に

委ねることを可能にした地方自治法上の制度です（法第244条の２）。 

それまでの「管理委託制度」のもとでは、公の施設の管理を委託できるのは、公共団

体、公共的団体及び自治体が出資する第三セクター等に限定されていました。 

しかし、公の施設の管理運営において、 

① 民間事業者も十分なサービス提供能力を備えてきていること。 

② 多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するためには、民間事業者の有

するノウハウを活用することが有効であること。 

などの背景を受け、「指定管理者制度」として制度化されたものです。 

その目的は、「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施

設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減

等を図ること」（総務省自治行政局長通知:平成15年月17日総行行第87号）とされてい

ます。 

なお、指定管理者は「法人その他の団体」（法第244条の２第３項）とされ、個人を

指定管理者として指定することはできません。ただし、法人格は必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

【指定管理者制度と管理委託制度の主な違い】 
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項 目 管理委託制度 指定管理者制度 業務委託（参考） 

管理主体 公共団体（地方公共団

体、公団、独立行政法

人等） 

公共的団体（農協、生

協、自治会等） 

政令で定める出資法

人 

（1/2 以上出資等） 

法人その他の団体 

（法人格は必要ないが個

人は不可） 

 

地方公共団体 

⇒ 受託者の限定なし 

（議員･長の兼業禁止： 

法第92 条の2、第142 

条） 

 

地方公共団体との

法的な関係 

 

条例を根拠として締

結される契約に基づ

く管理の委託（公法上

の契約）。 

指定（行政処分）による

管理の代行。 

指定の手続は条例事項。 

契約に基づく事務また

は業務の執行の委託（私

法上の契約）。 

 

施設の管理権限 地方公共団体 

 

地方公共団体または指定

管理者（管理の基準、業

務の範囲は条例事項）。 

地方公共団体 

 

（使用許可） 受託者はできない。 指定管理者ができる。 受託者はできない。 

（利用条件設定） 受託者はできない。 指定管理者はできない。 受託者はできない。 

（目的外使用許可

等） 

地方公共団体 

利用料金制 採用できる。 採用できる。 採用できない。 

使用料の強制徴収 受託者はできない。 指定管理者はできない。 受託者はできない。 

 

３ 公の施設の管理運営のあり方（個別法との関係） 

法は、公の施設に指定管理者制度の導入を認める一方で、学校教育法における学校は、

個別法により指定管理者制度導入の対象外としています。その趣旨は、施設がもつ本来

の機能に着目して、公が果たす責任を明確にしようとするものです。 

なお、行政改革の視点からの民間のノウハウの活用方策の一つとして、指定管理者 

制度の導入を検討していく必要があります。指定管理者制度を対象外とした公の施設で

あっても、それに付随する機能については、業務委託の活用を検討すべきものと考えま

す。 

 

４ 指定管理者の権限等～使用許可権限関係 

これまで公の施設の使用許可権限は、 

① 公の施設の設置目的が、公共の利益のために多数の住民に対して均等にサービ

スを提供することを目的として設置されているものであり、 
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② 法律上でも住民の平等利用の確保や差別的取扱いの禁止が規定されている。 

という理由から、行政内部に留保されていました。 

しかし、指定管理者制度のもとでは、効果的効率的な施設運営を実現するため、条例

に定めることにより、使用許可を指定管理者に行わせることが可能となりました。 

ただし、以下の権限は、法令により市長のみが行うことができる権限とされているた

め、指定管理者に行わせることはできません。 

  ① 使用料の強制徴収（法第231 条の３） 

② 不服申立てに対する決定（法第244 条の４） 

③ 行政財産の目的外使用許可（法第238 条の４） 

④ 使用料の減免（法施行令158 条） 

 

 

Ⅱ 指定管理者制度の導入 

 

１ 指定管理者制度の導入の検討 

民間事業者等が担うことのできる業務の範囲が拡大しているなかで、直営を続けるの

か、あるいは民間活力を活用するのかといった検討が必要です。 

「現状、特に問題がない」などを理由に、安易に直営を続けることは好ましくありま

せん。指定管理者制度の導入の検討にあたっては、少なくとも他の類似団体において導

入実績はないかを確認し、制度導入の可能性を十分に検証することが必要です。 

 

一方、指定管理者制度の導入が、かえって施設運営の非効率や住民サービスの低下を

招く場合があります。以下、制度導入の必然性の低いものを例示します。 

 

① 民間事業者等のノウハウを活用しても、住民サービスの向上や経費の削減が

期待できない場合。 

② 管理運営を担い得る団体が存在しないことが客観的に認められる場合。 

 

本市では、指定管理者制度導入の方向性を示しますが、指定管理者制度導入施設を所

管する課（以下「施設所管課」という。）は、直営（業務委託を含む）と指定管理者制

度の導入のどちらが適しているのか、また、どちらがより施設の設置目的を効果的かつ

効率的に達成できるかを主体的かつ十分に検討することが大切です。 

 

２ 導入に伴う条例の整備 

（１）設置条例の制定・改正時期 
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公募の方法により指定管理者を選定する場合は、指定管理者指定後の準備期間及び公

募の手続に要する期間を考慮し、原則として指定管理開始３カ月以上前に議決できるよ

う「指定議案」を提出するため、その定例会の三つ前の定例会に「設置条例・改正案」

を提出します。 

 

（２）条例で規定する事項（法第244条の２第４項） 

① 管理の基準 ⇒ 利用する際の基本的な条件（休館日、開館時間等） 

② 業務の範囲 ⇒ 管理業務の具体的な範囲、使用許可等 

③ その他必要な事項 

 

（３）条例で規定する事項の主な内容 

各々の施設の設置条例で規定する主な内容は、以下のとおりです。 

  ① 指定管理者制度を採用することの明示 

指定管理者に施設の管理を行わせることができる旨を規定します。 

② 管理の基準及び業務の範囲 

ア 管理の基準 

住民が当該施設を利用するにあたっての基本的な条件（休館日、開館時間、

使用許可の基準、使用制限の要件、使用料／利用料金等）のほか、管理を通

じて取得した個人情報の取扱い、関係法の遵守等、施設の適正な管理の観点

から必要不可欠の基本的事項を定めます。 

 

一方、民間のノウハウを最大に活用するために、休館日、開館時間、時間

帯に応じた料金設定等を、応募者の提案にゆだねることも効果的です。その

場合は、条例に以下のような文言を設けるなどして対応をしてください。 

条文例： 

「施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必 

要と認めるときは、あらかじめ市長（教育委員会：教育委員会の場合）の承認を 

得て、利用時間を変更し、または臨時に開館し、若しくは休館することができる。」 

 

イ 業務の範囲 

指定管理者が行う業務について、施設の使用許可を行わせるかどうかを含め、

具体的な事項を定めます。 

③ 利用料金に関する事項 

施設の使用料は、条例で規定することにより、指定管理者の収入（利用料金）と

して収受させることができます（法第244条の２第８項及び12第９項）。 
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（４）利用料金制の検討 

利用料金制は、施設の使用料を、指定管理者の収入（利用料金）として収受させるこ

とができるしくみです。指定管理者の経営努力を発揮しやすくすること、また、会計事

務の効率化を図ることを目的としています。 

 

一般的に、指定管理者が施設の管理を行うために必要な経費は、以下の３つのうちい

ずれかの方法で賄われます。 

① 全て利用料金で賄う。 

② 全て指定管理料で賄う。 

③ 一部を利用料金で、残りを指定管理料で賄う。 

 

利用料金制は、指定管理者のインセンティブ向上を目的として、基本的には活用すべ

きであると考えます。ただし、利用料金制を採用するかどうかは、利用者の増減が指定

管理者による運営努力と相関関係があるか等が判断基準になります。 

したがって、文化施設やスポーツ施設等の集客施設は、原則として利用料金制を採用

することが求められ、一方で、利用者のコントロールが困難、あるいは不可能な施設は、

使用料制を採用することが考えられます。 

また、利用料金制の導入に際しては、想定外の利用者の減少や、利益が過大となった

場合等の取扱いについて募集要項等に明記しておく必要があります。 

なお、利用料金制を採用しない場合は、指定管理者としての業務とは別に、徴収（収

納）事務の委託契約を締結するなどの必要があります（Ⅳ-3を参照）。 

 

 

【制度導入～供用開始までの標準的な流れ】 

実施時期 業  務 

１月 ◇設置条例制定、改正案作成→例規審査（新規導入のみ） 

２月 ◎定例会：設置条例制定、改正案提出（新規導入のみ） 

５月 ◇選定委員会の開催（施設の概要確認） 

６月 ◇選定委員会の開催（現地視察、公募／非公募の決定、募集要項／仕様 

書の決定） 

７月 ◇募集案内の公表、配布 

８月 ◇現地説明会の開催、質問の受付 

◇応募書類の受付 

９月 ◇選定委員会の開催（候補者の審査） 
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１０月 ◇選定委員会の開催（候補者の決定） 

◇市長報告（候補者の決定） 

◇選定結果の通知 

１１月 ◇選定結果の公表 

１２月 ◎定例会：指定議案提出 

◎債務負担行為の設定 

◎指定管理者の決定告示 

１月 ◇指定管理者決定の公表（市公式ホームページ） 

２月  

３月 ◇協定書締結 

◇指定管理者決定の公表（広報） 

４月 ◇指定管理者との年度協定書締結 

◇使用料の徴収（収納）に関する告示及び証票の交付（該当所管のみ） 

◇指定管理者による管理運営の開始、モニタリング開始 

 

 

Ⅲ 指定管理者の選定 

 

１ 選定にあたっての基本的な考え方 

既に述べたように、公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に

供するための施設です（法第244条第１項）。 

例えば、市民会館、運動公園等は、住民に身近な施設であり、住民の意見を反映し

た運営を最優先に心がけなければなりません。それゆえ、公の施設の指定管理者とな

る事業者は、行政の目的を真に汲み取った管理運営が求められるものであり、それを

達成しうる事業者が選定されなくてはなりません。 

そのためには、市として当該施設をどのように捉えているのかという、施設のある

べき姿（「コンセプト」）と、それを達成するためにどのような管理運営が望ましい

かを明確にする必要があります。 

以上をふまえ、選定にあたっての基本的な考え方は、以下のとおりとします。 

① 施設の特性を十分にふまえた選定基準のもとに選定を行う。 

② 選定基準や選定結果を公表し、選定手続の透明性、公平性を確保する。 

 

指定管理者の選定にあたっては、後述の「選定委員会」において審議をします（Ⅲ

-4（1）を参照）。 
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２ 公募の手続き 

（１）公募／非公募の決定 

総務省は、「指定の申請に当たっては、複数の申請者に事業計画書を提出させること」

（総務省自治行政局長通知：平成15年７月17日総行行第87号）としています。 

本市においても、公募を行うことで以下のことが期待できることから、指定管理者の

選定は原則公募とします。 

① 募集要項等を作成する過程で、施設そのものや施設の管理運営のあり方を、定

期的に見直すきっかけになる。 

② 公募という競争原理そのものが、住民に対するより良いサービスの提供や、維

持管理費の低減を行う動機付けになる。 

③ 公募による公平な選定を行うことにより、選定手続の透明性を確保できる。 

 

ただし、以下の理由があてはまる場合には、公募によらない選定方法（特定の単

独または複数の団体に応募を求めることをいう）をとることができるものとします。

この場合、指定管理者制度創設の趣旨を鑑み、相当程度の合理性が認められる場合

に限定します。その理由が合理的かどうか選定委員会で承認を得、住民に十分説明

できるようにしておきます。 

 

① 公募を行った場合であって、申請がないとき、または指定管理者候補として選

定すべき団体がないとき。 

② 地域の活力を積極的に活用する管理運営を行うために、公募によらない方法を

とることが、設置目的を効果的かつ効率的に達成すると認められるとき。 

③ 公募を行うことが適当でないと認めるとき、その他公募によらない方法をとる

ことに相当な理由があるとき。 

 

（２）選定単位の設定 

一の施設の管理運営は、一の指定管理者とすることが原則ですが、以下の場合には、

一の指定管理者による一体的な管理運営もできることとします。 

① 同種の施設： 

サービスの向上、経費の節減、管理運営の一体性の観点から、同種の施設 を

一括して管理することが適当と判断できる場合には一括管理を検討する。 

② 複合施設： 

一体的な施設の管理運営が、効果的・効率的であると認められる場合は、複

合施設の施設運営に一の事業者等を選定することを検討する。 

応募しようとする事業者等にとって、提案書の作成や契約事務等には一定の労力を要

することから、受注規模の大小につながる選定単位は事業者等の参入意欲に大きく影響
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します。そのため、選定単位の設定にあたっては、想定される事業者等にヒアリング等

を行うなど、できる限り多数の事業者等が参入できるような環境を整備することが望ま

れます。複数の施設を一括して発注することで、事業者等の参入可能性はこれまで以上

に高まってくると考えます。 

 

（３）指定期間の決定 

指定期間は、機材等の購入・リース、人材確保、雇用の安定化等の点を考慮し、原則

５年間とします。ただし、特に高度な専門的知識・技能を有するスタッフや、高額備品・

機器等を必要とする施設、その他特別な理由がある場合は、施設の特色に応じて適切に

判断します。 

なお、ＰＦＩ法の活用により、一定期間、施設の管理運営を行う団体を指定する場合

は、その事業契約期間（ＰＦＩ事業者が実施する設計・施行の期間は含まない）を指定

するものとします。 

 

（４）公募の方法 

① 公募の期間 

応募をしようとする団体が、施設の設置目的を十分に理解し、それに基づいて

優れた水準の提案を準備できるよう、公表から受付締め切りまでの期間を、原則

１カ月以上とることとします。準備期間を十分に設けることにより、市にとって

も甘い経営見通しによる指定管理者の撤退等のリスクを軽減することができま

す。 

  ② 募集の方法 

市公式ホームページによる募集を原則とします。市公式ホームページでの周知

の方法以外にも、誰でも公募の情報に容易にアクセスできるよう、市広報誌等の

媒体を通じて積極的な情報提供に努めてください。 

また、正式な公募の前から、公募予定の施設、施設概要、公募予定時期等を市

公式ホームページ等で明らかにするなど、可能な範囲で情報提供を行います。 

③ 現場説明会の実施と質問への応答 

必要に応じて、現場説明会を実施します。 

現場説明会で質疑応答を行うことに問題はありませんが、公募の条件等、応募

を考えている事業者に対して公平に周知すべき質問は、改めて書面にて質問を受

け、ホームページ等を通じて回答してください。 

３ 募集要項に記載する項目 

指定管理者の募集にあたっては、選定単位ごとに募集要項等を作成します。 

募集要項は、施設の概要、設置目的、資格要件、申請手続、その他の情報を提供する

ものであり、指定管理者が応募を決める際の重要な書類となります。 
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そして業務仕様書は、指定管理者が応募する際に、管理運営の能力を満たしているか

どうかを自ら確認するための、また、指定管理者が提案金額を積算する時の基礎資料と

するための、要求水準（サービスの基準）を明示した書類です。 

応募団体にとって、募集要項及び業務仕様書は、応募の判断や応募に必要な計画等を

作成するための重要な情報源になります。したがって、施設の業務内容及びサービス水

準等に関する具体的な記載が求められます。 

 

以下、募集要項に記載する基本的な事項とその留意点を示します。 

 

（１）施設の概要 

施設の名称、所在地、設置目的等、施設の基本的事項を示します。このほか、施設の

概要がわかる資料（パンフレット等）があれば添付します。 

 

№ 施 設 の 概 要 

１ 施設の名称 

２ 所在地 

３ 設置年月日 

４ 施設の目的 

５ 施設の規模（敷地面積、施設の構造、延床面積、駐車場収容台数等） 

６ 施設の年間利用者数や使用料収入額等がわかる資料 

 

（２）資格要件～地域要件関係 

資格要件に地域要件を付すことは、地域の企業や団体との連携、配慮という意味で、

ひとつの考え方として認められると考えます。しかしこの場合、参入団体が制限され、

適切な担い手が見つからない恐れがあります。地域要件を付す場合には、地域において

複数の事業者から提案を得やすくなるよう工夫するなど、十分な競争性を確保する必要

があります。 

市内における企業や団体等の設置時期については、応募以前から設置されていること

を要件とするものと、指定開始時期に設置していれば足りるとするものがあり、前者は、

地元の事業者や雇用等に配慮するもので、後者は、災害時や緊急時における迅速な対応

を可能にするという目的や、税収の確保を目的としたものといえます。これらをふまえ、

事前設置にするのか事後設置でもよいのかを判断します。 

なお、地域要件を付す場合には、選定委員会の承認を得ることとします。 

 

 

（３）申請制限 
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次に掲げるような公の施設の指定管理者として適格性を欠く団体については、あらか

じめ募集要項等に記載して申請を制限します。さらに２社以上の共同事業体で申し込み

をする場合の申請制限についても募集要項等に記載します。 

 

① 法人税、法人市民税、消費税及び地方消費税等の租税または労働保険料を滞納

している団体 

② 会社更生法・民事再生法による更生・再生手続中である団体 

③ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）またはその構成員の統制下にある

団体 

④ 指定管理者の責に帰すべき事由により、２年以内に指定の取り消しを受けた団

体 

⑤ ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受け、その後の必要な措置の実施に

ついて労働基準監督署に報告をしていない団体 

 

【共同事業体で申込む場合】 

① 複数の法人等が共同事業体を構成して応募する場合は、代表となる法人等を定

めるものとします。 

② 同時に複数の共同事業体の構成団体となることはできません。 

③ 単独で応募した法人等は、共同事業体で応募する場合の構成団体となることは

できません。 

④ 代表となる法人等及び共同事業体を構成する法人等の変更は原則として認め

ません。ただし、共同事業体を構成する法人等については、業務遂行上支障がな

いと市が判断した場合に限り変更を認めることがあります。 

 

（４）管理の基準 

休館日、開館時間、指定管理者が行う業務の内容等を明示します。 

応募者に提案の余地がある場合、ここに明示しておく必要があります。指定管理者の

趣旨を考慮すれば、提案の範囲を広げることが望まれます。 

 

（５）自主事業 

自主事業とは、指定管理者が自ら企画した業務をいいます。 

指定管理者は、指定管理業務の実施を妨げない範囲において自主事業を行うことがで

きます。募集要項で自主事業に言及する場合は、「事業の実施にあたっては、施設利用

が少ないことが見込まれる時期に実施するなど、なるべく一般の利用を妨げることがな

いようにする。」等の文言を記載します。 
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自主事業の実施にあたっては、自主事業の目的が施設の設置目的外の場合、目的外使

用許可の手続きが必要になります。 

事業に係る経費は、指定管理者の自主採算とし、事業により生じるすべての収入は指

定管理者の収入となります。 

 

【自主事業等における経費の負担、収入の帰属先】 

事業の種類 主な内容 利用権限 経費の負担方法 

設置目的内 

 

 

 

 

 

 

指定管理業務 

 

 

施設の維持管理、清

掃、警備 

利用者への施設貸出 

 

 

 

代行管理権 

 

市の指定管理料を 

基本とするが、一部費

用を利用料金で賄う

施設もある。 

 

市が指定する事業の

企画実施 

 

 

 

 

 

 

使用許可 

 

指定管理料で賄う 

が、不足分は事業収入

によって賄う。 

 

 

 

 

 

非指定管理業務 

（自主事業） 

 

 

 

 

 

指定管理者の提案に

よる企画実施 

 

事業収入で賄う。 

施設使用料は指定 

管理者が負担する。 

ただし、減免すること

もある。その場合、協

定書等にその旨記す。 

設置目的外 自動販売機設置 設置目的外使用許可 事業収入で賄う。 

 

（６）指定管理料 

指定管理者制度の導入の目的の一つでもある経費の節減を達成するため、指定管理料

の上限額を設定し明示します。上限額の設定にあたっては、次の項目を参考に積算して

ください。 

① 指定管理料に係る支出科目については、委託料が適当と考えます。よって、人

件費相当分を含んだ指定管理料の全額が消費税の課税対象となります。 

② 指定管理料の上限額は、市が直営管理した場合に要する経費（指定管理者制度

を導入する前年度の当初予算額）を基本に積算します。ただし、仕様書の条件を

満たすために必要となる経費が発生する場合には加算します。 

③ 消費税率の引き上げが予想される場合には、影響を考慮し積算します。 
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  ④ 使用料（利用料金）等の収入の状況や利用者の推移等を示します。 

  ⑤ 個別の事情がある場合を除いて、指定管理料のうち、市が負担する必要がある

と認める経費（光熱水費、修繕費等）は精算するものとします。 

 

（７）修繕費の考え方 

一般的に建物は、時の経過とともに老朽化しますが、施設の使用に伴う一般的な劣化

に関する修繕は指定管理者が対応すべきで、施設の従前機能の回復や機能の向上を伴う

大規模修繕は市の負担と考えるのが、リスク分担の観点から妥当といえます。 

 

（８）消費税・地方消費税の取扱い 

消費税法第２条第１項第８号は、課税対象となる「資産の譲渡等」について、「事業

として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供をいう」と規定してい

ます。したがって、原則として、指定管理料の全額は消費税及び地方消費税の課税対象

となります。 

また、指定管理者が収受する利用料金も、消費税及び地方消費税の課税対象となりま

す。市の歳入となる使用料は課税対象外です。 

 

（９）選定基準（審査項目、審査項目の配点等） 

選定基準は、指定管理者に対して特にどのような点を期待しているかを伝えることを

意識して作成します。経費削減を主に望むのであれば、経費や指定管理料に関する審査

項目について、特色ある事業を望むのであれば、事業に関する審査項目について、全体

における配点の割合を高くすること等で示します。 

 

（10）申請の手続き 

申請方法、質問等の受付、現地説明会の実施の有無と日時、募集から指定までのスケ

ジュール等を示します。 

なお、応募に必要な書類は、紀の川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する

条例と同条例施行規則に定めています。 

 

（11）指定管理者との協定等 

業務内容の詳細や指定管理料の額等の細目的事項については、市と協議し、協定書を

締結することを明記します。 

（12）関係法令の遵守 

個人情報の保護等、関係法令の遵守等を明示します。 

＜主な関係法令＞ 

① 地方自治法（昭和22年法律第67号） 
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地方自治法施行令（昭和22年政令第16号） 

② 紀の川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成18年条例第

35号） 

同条例施行規則（平成18年規則第25号） 

③ 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

④ 紀の川市個人情報の保護に関する条例（平成27年条例第32号） 

同条例施行規則（平成27年規則第34号） 

⑤ 紀の川市行政手続条例（平成17年条例第11号） 

同条例施行規則（平成17年規則第16号） 

⑥ 労働関係法令（労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働

者派遣法等、職員の雇用に関する法令） 

⑦ 施設・設備の維持保全関係法令（建築基準法、消防法、電気事業法等、建物及

び設備の管理に関する法令） 

 

（13）募集から協定書締結に到るまでの全体スケジュール 

指定管理者が決まるまでの全体スケジュールの概要を明記します。 

指定議案は、指定後の準備期間を考慮し、３カ月前に指定できるよう提出します。 

 

期 日 内 容 

月 日～ 月 日 申請書の受付期間 

月 日～ 月 日 質問事項の受付時間 

月 日 現地説明会・見学会の実施 

月 日～ 月 日 候補者選定のための審査 

月 日頃 候補者決定の通知 

○○月下旬頃 指定管理者の議決 

月 日頃 指定管理者の指定通知 

月 日～ 月 日 引継ぎ 

月 日 協定書締結 ⇒ 管理開始 

 

（14）損害賠償請求等への対応 

公の施設の管理が行われている際に、故意または過失、施設の瑕疵等が原因となって、

利用者等に対して損害賠償を行う必要性が生じる可能性があります。 

この場合の責任分担の原則としては、帰責事由を有する者がその損害を賠償する責任

を負うこととなります。 

しかし、指定管理者によって管理される公の施設においては、どのような場合であっ

ても、国家賠償法第１条（公務員による不法行為による損害の賠償）、同法２条（公の
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営造物の瑕疵による損害の賠償）並びに民法第715条（使用者責任）等に基づき、被害

者は市に対して損害賠償を請求することができると考えられます。 

これらの規定に基づき、市が損害を賠償した場合で、指定管理者に帰責性がある場合

には、市が指定管理者に対して求償できます。 

そのため、指定管理者は、保険会社により提供されている賠償責任保険（指定管理特

約条項等が付いたもの）に加入し、当該保険からの保険金支払いによって損害賠償責任

に対応することを原則とします。当該保険への加入については、指定管理者の費用負担

により、指定管理者を記名被保険者、本市を追加被保険者、利用者等を保険金請求権者

として、指定管理者が加入手続きを行います。 

なお、本市が他の賠償責任保険に加入している場合には、本保険と重複しないよう、

加入状況を確認する必要があります。また、保険の付保範囲、必要な補償内容、既加入

の保険の内容等について、募集要項等に明記します。 

 

（15）その他 

リスク分担、事業報告、引継ぎ、指定の取消等、必要な事項について、施設の設置目

的や性格等をふまえ、適宜記載してください。また、募集要項に記載した事項のうち、

詳細な規定が必要な事項は、別途仕様書に記載してください。 

 

４ 選定に関する手続き 

（１）選定委員会による選定 

本市では、指定管理者の候補者選定等を行う機関として、選定委員会を設置します。 

なお、選定委員会に関する事項は条例において定めることとします。 

 

選定委員会の主な所掌事項は次のとおりです。 

① 指定管理者の募集要項及び選定基準の策定に関すること。 

② 指定管理者の選定に関すること。 

③ その他指定管理者の選定に関し必要と認める事項。 

 

（２）選定における審査の方法 

選定における審査は様々な方法が考えられますが、考え方の一例を示します。 

 

① 資格審査 

申請を受けた施設所管課において、提案者が申請制限に該当するか否かを確認

します。該当した場合、当該提案者は失格となります。 

② 提案審査 

選定委員会委員による各審査項目の採点結果のうち、より公平に評価するため、
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最高点と最低点を除いて算出した平均点をその審査項目の選定委員会としての

評価点とし、総合評価点が最も高い提案者を指定管理者候補として選定します。 

③ 配点（ウェイト） 

審査項目の配点は、施設の設置目的や特色等を十分にふまえ決定します。事業

実施型の施設は、事業提案項目の配分を高くし、施設管理型の施設は、価格項目

の配分を高くすることが合理的です。 

④ 提案審査における審査項目の考え方 

選定基準を作成するにあたっては、市が指定管理者の管理運営につき、どのよ

うな点を重視しているのかを明示する必要があります。 

また、施設の特色をふまえ、審査項目は公募の施設ごとに設定します。 

⑤ 最低基準点 

施設の適正な管理運営と市の求める公共サービス要求水準を担保するため、最

低基準を設けます。最低基準は、配点合計の７割以上とします。 

 

（３）応募者が１者の場合の取扱い 

応募者が１者のみであった場合、その団体が候補者として選定されてしかるべきです

が、評価が著しく低い場合等、適切でない場合も想定されます。そのような団体が選定

されないために、あらかじめ募集要項で「応募者が１者のみの場合でも、最低基準点に

満たない場合には選定されず、再度公募を行う」などと記載しておきます。 

 

（４）議会の議決による指定 

指定管理者の指定は、法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を経て行いま

す。議決事項は、①公の施設の名称、②指定管理者となる団体の名称、③指定の期間等

です。 

 

（５）債務負担行為の設定 

指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を

支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定します（総務省自治行

政局長通知：平成22年12月28日総行経第38号）。 

 

（６）選定結果の公表と情報公開 

選定結果は、候補決定後に速やかに市公式ホームページで公表します。 

指定管理者制度は、業務を包括的に担うため、業務の再委託状況や収支状況が見えに

くくなるため情報公開を求められることもあります。指定管理者候補者から提出された

業務計画書などの全ての書類について、公文書として取り扱うことが前提であるため、

情報公開請求があった場合は、「紀の川市情報公開条例及び同施行規則」に基づいた対
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応をします。 

 

Ⅳ 議決後の手続 

【議決後の標準スケジュール】 

時  期 業  務 

10 月中旬 

 

◇選定委員会（指定管理者候補者の決定） 

◇市長決裁後、選定結果通知書の送付 

12 月 ◇定例会：指定議案上程、債務負担行為の設定 

１月初旬 ◇指定の決裁、指定の通知及び告示（告示日＝通

知日とする） 

１月中旬ごろ～ ◇協定書原案に基づく指定管理者との協議 

１月下旬～３月ごろ ◇指定管理者との基本協定書締結 

４月１日 

 

◇指定管理者との年度協定書締結 

◇徴収（収納）事務委託契約締結（該当課） 

４月初旬 ◇使用料の徴収（収納）事務に関する告示及び証

票の交付（該当課） 

 

１ 指定の通知及び告示 

議会の議決後、相手方に指定の通知をします。前述のとおり、指定管理者の指定は、

「議会の議決を経て行われるべきものとされている処分」に該当するため、不服申し立

ての対象にはなりません（行政不服審査法第４条第１項第３号）。 

したがって、通知には不服申し立ての教示は必要ありません。 

 

２ 指定管理者候補者との協定の締結 

議会の議決～指定の告示後、協定を締結します。指定期間が複数年に渡る場合は、「基

本協定」と必要に応じて単年度ごとの「年度協定」を締結します。 

 

（１）基本協定 

業務内容の詳細、指定管理者に支出する委託費の額と支払時期、個人情報の保護、事

業報告書の内容と提出時期等、指定管理者と市が協議し、合意した内容について、協定

書として締結します。 

 

「基本協定書」には、次の事項等を必要に応じて記載してください。 
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№ 協定書へ記載する事項 

１ 管理業務の範囲と具体的内容 

⇒ 詳細な内容については、別に業務仕様書を作成し添付する（使用許可権

限 

の有無も含む）。 

２ 協定の期間 

⇒ 施設の管理開始日から終了日を明示する。 

３ 指定管理料 

⇒ 金額及び支払い方法、精算の有無、金額の変更等。（年度ごとの指定管

理料は年度協定書で定める。） 

４ 利用料金または使用料 

⇒ 利用料金制採用の有無も含む。 

５ 善管注意義務 

⇒ 市からの指示等の遵守も含む。 

６ 管理の基準 

７ 利用に関する許可の基準 

８ 事業計画書等 

⇒ 事業計画書及び関係書類の作成と提出時期等。 

９ 事業報告及び業務状況の聴取等 

⇒ 法で定められている事業報告書の作成と提出時期、必要な場合の実地調

査の実施や報告の聴取等。その他定期的な報告に関すること等。 

１０ 第三者による実施 

⇒ 業務の全部または主たる部分の第三者への委託の禁止等を規定する。 

１１ 個人情報の保護 

１２ 情報の公開 

１３ 施設等の使用及び備品の貸与 

⇒ 施設等（駐車場等の敷地も含む）や備品を使用する際の留意事項等。 

１４ 施設の改修及び修繕等の負担区分 

⇒ 施設の修繕及び大規模改修等の現状変更等について明記する。 

１５ 火災保険契約 

１６ 本市と指定管理者とのリスク分担に関する事項 

⇒ 指定管理者の故意または過失による損害賠償、損害賠償責任保険等の加
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入に関する事項、不可抗力によって発生した費用等の負担等 

１７ 指定期間満了後の原状回復及び引き継ぎに関する事項 

１８ 管理業務の継続が困難となった場合の措置 

⇒ 指定管理者による管理業務の継続が困難となった場合の処理手順等を明

記する。 

１９ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

⇒ 指定管理者の指定の取消しや管理業務の全部または一部を停止する場合

の該当事由等を明記する。 

２０ 損害賠償責任 

２１ 施設等の引渡し 

２２ 管理業務の引継ぎ 

⇒ 指定管理者が変更となった場合の引継ぎ方法等。 

２３ モニタリングの実施 

２４ 協定変更に関する事項 

２５ その他市長等が必要と認める事項 

 

（２）年度協定 

「年度協定書」には、以下の事項等を記載してください。 

① 協定の趣旨 

② 指定管理料（当該年度の指定管理料、支払い方法等） 

③ 疑義等の解決（この規定に関して疑義が生じた場合には協議する。規定以外の

事項については基本協定の規定による等。） 

 

３ 使用料の収納事務に関する告示（該当課） 

前述のとおり、施設の使用料は、条例で規定することにより、指定管理者の収入（利

用料金）として収受させることができます（法第244条の２第８項及び第９項）。これ

を利用料金制といいます。 

一方、利用料金制を採用しない場合は、法第225条の「使用料」として市が徴収し、

市の歳入となります。この場合、使用料の徴収または収納事務を指定管理者の業務とし

て定め、指定管理者に行わせることができます（法施行令第158条第１項）。 

なお、使用料の徴収または収納事務を委託させる場合、指定管理者としての業務とは

別に委託契約を締結し、その旨を告示するとともに、当該指定管理者に対し、収入事務
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受託者である旨の証票を交付します（法施行令第158条第2項）。 

Ⅴ モニタリング 

モニタリングとは、指定管理者が協定・仕様書等にしたがって、適正かつ良好な施設

管理運営を行っているかどうか等をチェックすることをいいます。市はモニタリングの

結果、管理の継続が適当でないと認めるときは、改善を指導し、指定管理の取消しを行

うこともできます。 

モニタリングは次の項目を基本に実施します。 

※施設ごとの特性に応じた独自のモニタリングも重要と捉えます。実施にあたっては、

施設所管課と指定管理者とが協議の上、項目を決定してください。 

なお、このモニタリングは、施設ごとの統一性を図るため、必ず実施しなければなら

ないものとします。 

① 各種報告書の確認（月次報告） 

② 事業報告書の確認（年次報告・法第244条の２第７項） 

③ 利用者アンケート調査 

④ 実地調査 

⑤ 管理業務の総括評価（施設所管課によるモニタリング） 

 

１ 各種報告書の確認（月次報告書） 

施設所管課は、毎月、指定管理者から提出された月次報告書により、管理業務の実施

状況、施設の利用状況等を把握し、業務が適正に履行されているかどうかを確認します。

月次報告書に記載すべき事項は、概ね次のとおりですが、各施設の性格、利用形態等に

応じて、施設所管課と指定管理者とが協議の上、決定します。 

 

（１） 管理業務の実施状況 

① 事業運営（事業名、開催日時、開催場所、実施内容、参加者数等） 

② 維持管理（清掃、警備、施設・設備保守点検、備品管理、小規模修繕等） 

 

 

（２）施設の利用状況 

① 利用者数、稼働率等 

② 利用不許可、利用制限等の件数及びその理由 

 

（３）使用料または利用料金の収入実績 

使用料または利用料金の収入件数、収入済額、収入未済額等 
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（４）その他 

① 職員のシフト表 

② 自主事業（事業名、開催日時、開催場所、実施内容、参加者数等） 

③ 事故、故障等の内容及びその対応 

④ 苦情、要望等の内容及びその対応 

⑤ 特記事項 

 

【指定管理者が行う内容】 

指定管理者は、毎月終了後20日以内に、前月の月次報告書を作成し、施設所管課に提

出します。 

このため、指定管理者は、日常または定期的に行う清掃、警備、施設・設備保守点検

等の管理業務の実施状況のほか、施設の利用状況、使用料または利用料金の収入実績、

苦情、要望等の内容及びその対応等について、業務日誌等に記録しておきます。 

 

【施設所管課が行う内容】 

施設所管課は、毎月、指定管理者から提出された月次報告書の内容を確認し、その内

容に疑義等があり、是正することが必要と認めたときは、指定管理者に対して指導を行

い、早期改善を図ります。 

 

２ 事業報告書の確認（年次報告・法第244条の２第７項） 

施設所管課は、毎年度終了後、指定管理者から提出された事業報告書により、管理業

務の実施状況、施設の利用状況、管理経費の収支状況等を把握し、業務が適正かつ確実

に履行されたかどうか、安定的かつ継続的な管理が可能な状態にあるかどうかなどを確

認します。事業報告書に記載すべき事項は、概ね次のとおりですが、各施設の性格、利

用形態等に応じて、施設所管課と指定管理者とが協議の上、決定します。 

 

（１）管理業務の実施状況 

① 事業運営（事業名、開催日時、開催場所、実施内容、参加者数等） 

② 維持管理（清掃、警備、施設・設備保守点検、備品管理、小規模修繕等） 

（２）施設の利用状況 

① 利用者数、稼働率等 

② 利用不許可、利用制限等の件数及びその理由 

 

（３）使用料または利用料金の収入実績 

使用料または利用料金の収入件数、収入済額、収入未済額等 
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（４）管理経費の収支状況 

管理経費に係る収入及び支出の決算内容 

 

（５）その他 

① 自主事業（事業名、開催日時、開催場所、実施内容、参加者数等） 

② 事故、故障等の内容及びその対応 

③ 苦情、要望等の内容及びその対応 

④ 利用者アンケート調査の結果（調査結果の概要、総括及びその対応等） 

⑤ 人員配置、研修内容等 

⑥ 団体の財務状況 

⑦ 特記事項 

 

【指定管理者が行う内容】 

指定管理者は、毎年度終了後30日以内（ただし、指定を取り消されたときは、その日

から起算して30日以内）に、事業報告書を作成し、施設所管課に提出します。 

 

【施設所管課が行う内容】 

施設所管課は、毎年度終了後、指定管理者から提出された事業報告書の内容を確認し、

是正することが必要と認めたときは、指定管理者に対して指導を行い、早期改善を図り

ます。 

 

３ 利用者アンケート調査 

利用者等の意見及び要望を定期的に把握し、管理業務の水準の確保及び向上に資する

ため、指定管理者において、原則利用者アンケート調査を実施します。 

なお、調査方法、調査項目等の詳細については、各施設の性格、利用形態等に応じて、

施設所管課と指定管理者とが協議の上、決定します。 

 

（１）調査方法（例） 

① 個別面接 

② 回収箱 

③ 郵送 

④ インターネット 

⑤ その他 

 

（２）調査項目（例） 
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① 施設、設備及び備品の状況 

② 施設等の利用条件 

③ 事業の内容及び満足度 

④ 職員の接遇 

⑤ その他 

 

【指定管理者が行う内容】 

指定管理者は、定期的(最低年１回)な利用者満足度調査として利用者アンケート調査

を実施します。 

アンケート調査の終了後、指定管理者は、調査結果について速やかに分析、評価した

上で、必要に応じてその概要を施設内に掲示するなど、その後の管理に適切に反映させ

ます。また、指定管理者は、調査結果等を報告書として取りまとめ、施設所管課に提出

します。 

 

【施設所管課が行う内容】 

施設所管課は、指定管理者から提出されたアンケート調査結果等の報告書を確認し、

必要に応じて指定管理者に対し、助言や指導を行います。 

 

４ 実地調査 

施設所管課は、指定管理者による管理業務の実施状況を把握することを目的として、

実地調査を行います。 

 

【施設所管課が行う内容】 

〔定期実地調査の実施〕 

施設所管課は、指定管理者とあらかじめ日程を調整した上で、年度内２回（概ね８月

と２月に実施）、施設内に立ち入り、指定管理者の従業員の労働条件が適正に保たれて

いるか確認を行うとともに指定管理者から提出された月次報告書の内容を踏まえなが

ら、実地調査を行います。 

その際、必要に応じて指定管理者に対し、口頭による説明を受けたりするなどして、

管理業務の実施状況を詳細に把握するよう努めます。 

なお、実地調査を行った結果は報告書として取りまとめます。 

 

〔随時実地調査の実施〕 

施設所管課は、定期実地調査の結果を追跡確認するため、または利用者から苦情、要

望等が寄せられたときなど必要に応じて、随時、実地調査を行います。随時実地調査の

方法及びこれに伴う対応は、定期実地調査の例により行います。 
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〔定期実地調査に伴う対応〕（法第244条の2第10項） 

定期実地調査の結果、改善を要すると認められる事項があるときは、市は、指定管理

者に対し必要な指導等または指示を行い、その対応結果について指定管理者から報告を

求めます。 

 

５ 管理業務の総括評価（施設所管課によるモニタリング） 

施設所管課は、毎年度終了後、事業報告書の内容、利用者アンケート調査及び実地調

査の結果を踏まえ、指定管理者による管理業務が協定書、仕様書等に基づき適正かつ確

実に履行されたかどうか、安定的かつ継続的な管理が可能な状態にあるかどうかなどを

評価します。 

 

【施設所管課が行う内容】 

〔総括評価の実施〕 

施設所管課は、毎年度終了後、事業報告書の内容、実地調査の結果等を踏まえ、指定

管理モニタリングチェックシートにより評価します。 

 

〔総括評価結果の公表〕 

施設所管課は、指定管理モニタリングチェックシートの評価結果を指定管理者に通知

します。 

施設所管課は、指定管理モニタリングチェックシートの評価結果を業務の透明性確保

及び市民サービスの向上に資するため、市公式ホームページで公表します。 

 

〔総括評価に伴う対応〕（法第244条の2第10項） 

総括評価結果の結果、改善を要すると認められる事項があるときは、施設所管課は、

指定管理者に対し必要な指導等または指示を行い、その対応結果について指定管理者か

ら文書による報告を求めます。 

なお、指導等を行っても改善が見られない場合は、指定の取り消しなどの措置を検討

するものとします。 


